
○由利本荘市債権管理条例施行規則 

令和５年３月２４日 

規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、由利本荘市債権管理条例（令和５年由利本荘市条例第４号。以下「条

例」という。）第１６条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（定義） 

第２条 この規則において「市の債権」とは、条例第２条に規定する市の債権をいう。 

（債権管理台帳の整備） 

第３条 条例第５条の規定による台帳は、書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。）により作

成するものとする。 

２ 債権管理台帳には、次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。 

（１） 債務者の住所及び氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに

代表者の氏名） 

（２） 市の債権の名称 

（３） 市の債権の種類 

（４） 市の債権の金額 

（５） 市の債権の根拠法令等 

（６） 市の債権の発生の原因及び年月日 

（７） 履行期限 

（８） 利率その他利息に関する事項 

（９） 担保（保証人の保証を含む。）に関する事項 

（１０） 履行の状況 

（１１） 履行の遅滞に係る延滞金、損害賠償金その他の徴収金に関する事項 

（１２） 市の債権の管理に係る措置に関する事項 

（１３） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（督促） 

第４条 条例第７条の規定による督促は、納期限を経過した日から起算して２０日以内に督



促状により行うものとする。この場合において、督促状で指定すべき納期限は、発行した

日から起算して１０日以内とする。 

（強制執行等までの期間） 

第５条 条例第９条の相当の期間は、１年を超えない期間とする。 

（履行延期の特約等の手続） 

第６条 市長は、由利本荘市財務規則（平成１７年由利本荘市規則第４０号）第２２１条に

規定する履行延期の特約等を認めたときは、債務者に対し次の条件を付する。 

（１） 債権の保全上必要があると市長が認める場合において、市長の求めに応じて債務

又は財産の情報について報告し、又は資料を提出すること。 

（２） 市の保有する当該債務者の情報のうち、債権の管理に必要な情報を市長が利用す

ることについて、承諾すること。 

（３） 債権の全部又は一部について、法令等又は契約に定めるもののほか、次に掲げる

場合には、履行延期の特約等を取り消し、又は履行期限を繰り上げることができること。 

ア 債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額

についてその延期に係る履行期限から２月を経過した後においてもなお履行しないと

き。 

イ 債務者が、故意に財産を隠匿し、損壊し、若しくは処分したとき、又はそのおそれ

があると認められるとき。 

ウ 債務者が当該履行延期の特約又は処分に付された条件に従わなかったとき。 

エ 債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたとき等で、市が債権者として債

権の申出をすることができるとき。 

オ 法令等又は契約により、期限の利益を喪失する要件に該当したとき。 

カ アからオまでに掲げるもののほか、債務者の資力の状況その他事情の変化により、

当該履行延期の特約又は処分によることが不適当となったと認められるとき。 

２ 市長は、履行延期の特約又は処分を解除し、又は取り消すときは債務者に通知するもの

とする。 

（徴収停止措置までの期間） 

第７条 条例第１２条第１項の相当の期間は、１年を下回らない期間とする。 

（債権の放棄） 

第８条 市長は、条例第１４条第１項の規定による債権の放棄を行うときは、債権放棄に関



する調書を作成したうえ当該債権放棄に関する審査をしなければならない。 

（徴収停止措置から債権の放棄までの期間） 

第９条 条例第１４条第１項第５号の相当の期間は、１年を下回らない期間とする。 

（議会への報告） 

第１０条 条例第１５条の規定による議会への報告は、債権の種類及び額その他市長が必要

と認める事項について行うものとする。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 


